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【開催日】 平成２９年２月２２日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後２時～午後４時５２分 

【出席委員】 

委   員   長 長谷川 知 司 副 委 員 長 吉 永 美 子 

委       員 岩 本 信 子 委      員 大 井 淳一朗 

委       員 杉 本 保 喜 委      員 中 村 博 行 

委       員 山 田 伸 幸   

       

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議   長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【執行部】 

総務部長 今 本 史 郎 成長戦略室長 大 田   宏 

成長戦略室副室長 大 谷 剛 士 成長戦略室技師 國 川 恵 子 

成長戦略室職員 平 田   崇 成長戦略室職員 石 津 賢 一 

総合政策部長 川 地   諭 監理室長 中 本 勝 裕 

 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 中 村   聡 主査兼議事係長 田 尾 忠 久 

 

【審査内容】 

 議案第１４号  山口東京理科大学薬学部増築工事（Ｂ棟建築主体工事）請負契約

の締結について（成長） 

 

午後２時開会 
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長谷川知司委員長 ただいまから山口東京理科大学薬学部増築工事（Ｂ棟建築主

体工事）請負契約の締結について、審査いたします。（発言する者あり） 

 

山田伸幸委員 説明の前にですね、今回の委員会の審査にですね、どうしても必要な

資料ということで、それを是非委員会に提出していただきたいというお願いです。

一つは今回のＢ棟建築主体工事請負契約の締結ですが、既に仮契約がされ

ておりますので、是非その仮契約書、それから先に行われたＡ棟の建築主体

工事の請負契約の、もう既にこれは締結されているはずですので、その契約書、

それと見積り合わせをされた起案文書がありますので、以上この３点を是非委

員会審査に必要な資料として、要求をいたします。 

 

大田成長戦略室長 Ａ棟はですね、ちょっと今、大学のほうに技術屋さんたちがいるん

ですけど、今日持ってきていないんですよね。取りに帰る時間を頂けますか。 

 

長谷川知司委員長 それはいいですよ。 

 

大田成長戦略室長 残りは今からコピーをします。 

 

長谷川知司委員長 これは必要ということですか。（「はい」と呼ぶ者あり）このまま進め

ていいですか。（「どうぞ」と呼ぶ者あり）いいですか。では最初の執行部のほう

から提案説明をお願いいたします。 

 

大谷成長戦略室副室長 議案第１４号山口東京理科大学薬学部増築工事（Ｂ棟建

築主体工事）請負契約の締結について御説明いたします。 

    これは、山陽小野田市立山口東京理科大学に平成３０年４月に薬学部を新設

するため、薬学部校舎棟３棟、Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟を建設することとしていますが、

このうちＢ棟の建築主体工事に着手しようとするものであります。これにつきまし

ては、去る１月３１日に指名競争入札を行いましたところ、３社の応札がありまし

たが、第１回目の入札において１社が入札書比較価格を超える金額で、残り２

社が最低制限価格未満の金額で入札されました。この結果、最低制限価格未
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満の金額で入札された２社につきましては失格となり、入札書比較価格を超え

た金額を入札された１社と第２回目の入札を行いましたが、辞退されたため、当

該入札は不調に終わり、落札者を決定するに至りませんでした。平成３０年４月

に薬学部を設置するためには、同年２月末までに当該工事を完了する必要が

あり、現状でも非常に厳しい工期となっていますので、１日でも早く、工事に着

手できるよう準備を進めています。通常、このように入札が不調に終わった場合

は、再入札を行い、業者決定することになりますが、その場合、最低でも４０～５

０日を要し、さらに議会での審議まで含めると約２か月程度の日数を要すること

になるため、平成３０年２月末までの工事完了は困難となり、平成３０年４月の薬

学部開設を諦めざるを得ないことになります。しかし、既に薬学部教員のリクル

ートも完了し、受験生や保護者、高校に対して平成３０年４月の薬学部の開設

や受験科目等について情報を発信していることから、開設時期の延期は、教

員採用予定者はもとより、受験生に対し計り知れない影響を与えることとなり、

本市の社会的信用を失うことになります。このようなことから、再入札は行わず、

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定「緊急の必要により競争

入札に付することができないとき」に該当すると判断し、当初の入札において辞

退された１社を除く最低制限価格未満の金額を入札した２社と見積り合わせを

行い、低い金額を提示した業者と契約を締結することといたしました。見積り合

わせの結果は、１８億２，５２０万円をもって「西松建設・富士産業共同企業体」

が落札者となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づき、当該工事について、落札業者と請

負契約を締結するため、議会の議決を求めるものであります。工事代金につき

ましては、平成２８年度分が７億３，０００万円、平成２９年度分が１０億９，５２０万

円となっています。建物の概要は、プレキャストコンクリート造りの５階建てで、研

究室や教授・准教授の教員室、実習室、講義室、図書室等が入り、渡り廊下を

含めると延床面積が９，６５３.６９㎡となっています。工事期間は、本契約の締結

後から平成３０年２月２８日までとなっています。工期が約１年しかなく、非常に

厳しい日程であることから工期の短縮を図るため、Ａ棟同様、プレキャストコンク

リート工法により施工することとしています。この工法は、建物の基本となる部材

をあらかじめ工場で製造した後、建設現場へ持ち込み、く体を組み立てるもの
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で、天候に左右されにくいことや、建設現場の手間が少なく、少ない作業員で

早く工事を進めることができ、在来工法より工期の短縮を図ることができます。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司委員長  今、執行部のほうから説明が終わりました。審査の進め方ですが、

最初に最初の入札についてお話を、監理室主催の一般入札をして不調だった

ということについて、質疑を先に聞いていって、次に随契での見積り合せについ

て聞いていったほうが分かりやすいかなと思いますので、そういうことで協力お

願いします。では最初に監理室主催のほうの入札で不調になったということに

ついて、質疑等あれば。 

 

大井淳一朗委員 これは本会議でもありましたけれども、Ｂ棟の最低制限価格、これは

一般的には不調になった場合は公表しないということだったんですが、今回は

ですね、請負金額と最低制限価格の関連を知る必要から、本会議では是非そ

れを示してほしいとありました。本会議場では監理室はいませんでしたので、今

いらっしゃいますので、その辺お示しできればお示しいただきたいと思います。 

 

中本監理室長 監理室の中本です。ただいまの最低制限価格は幾らかということでご

ざいますが、通常は入札が不調に終わった場合、先ほど委員さんのほうからも

ありましたように、お知らせというか公表はいたしませんけども、関連があるという

ことで言いますと、金額でよろしいですかね。Ｂ棟の最低制限価格は税抜でご

ざいますが、１８億４，８６０万円です。１８億４，８６０万円でございます。以上で

す。 

 

大井淳一朗委員 計算上、多分出てくるんですが、ちょっと暗算できないんであれなん

ですが、その最低制限価格から一緒に公表される、事後公表にあります予定

価格及びその基になる入札書比較価格、これも示してください。 

 

中本監理室長 入札書比較価格、これ税抜きの予定価格と一緒ですけれども、これが

２０億５，４００万です。２０億５，４００万です。（発言する者あり）税込みでしたら２
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２億１，８３２万円です。 

 

大井淳一朗委員 それが予定価格ということですか。 

 

中本監理室長 それが税込みの予定価格ですね。（「了解です」と呼ぶ者あり） 

 

山田伸幸委員 先ほどの本会議場での質疑があったんですが、この積み上げ価格そ

のものに問題があったのではないかという指摘がされておりました。特に大手２

社が入って下回る価格を出したということからもですね、その設定そのものが非

常に問題があったのではないかと思われても仕方がないんですが、これは私も

ある業者から聞いたときに、大手が本当にやる気で入札をしている状況を見た

ところから、これも非常にこう、市の設定のほうに、積み上げの価格設定のほう

に問題があるんじゃないかという指摘がされたんですが、その点でお答えがあれ

ば、いかがでしょうか。 

 

平田成長戦略室職員 単価の設定につきましては、Ａ棟もＢ棟も同じにしております。

大手の業者さんが入るからといって特にその設定を変えることはございません。 

 

山田伸幸委員 この問題で急施を要するというか、この不調に終わった部分を契約に

至らせるために相見積りですか、これを出させて、業者を決定したということなん

ですが、この方法しか取れなかったのかどうなのか、その点についていかがでし

ょうか。 

 

大田成長戦略室長 入札が不調に終わった直後、市長、監理室長を交えて、協議を

しました。再入札をどれだけ縮めてできるかという協議から入りました。原則どお

り再入札をしようと。どれだけ再入札を短い期間で終えられるかということを市長

のほうから監理室長に提案がありました。再入札を行うにはこういうことをしなけ

ればならない、縮められるのは建設業法に従ってここまで縮められるという協議

をした中で、どれだけ急いでもやはり４０日、５０日は掛かるという結論でした。そ

れでは本会議場でも言いましたように、適正な、常識的な工期が取れないんで
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す。それでほかに方法がないかという中で、本来ならば再入札になるところ、再

入札をしてもなおかつ不調に終わった場合は随意契約になる、今回は再入札

をする時間が取れないということで、緊急やむを得ないという判断を市長がされ、

先ほど１６７条の２第５号を適用して、市長の判断で見積り合せによる随意契約

をしようという判断をされました。以上です。 

 

山田伸幸委員 再入札をした場合、間に合わないだろうという見方をされたわけですが、

では開学に支障を来たすようなそういう問題であったのかどうなのか。それはど

こでそのように判断されたんでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 本会議場でも申しましたように、薬学部を設置する協議に内々に

文科省と入ったときに、施設整備が終えていることが大原則ということを言われ

て、そこからスタートしております。ただ、現状、現在のテニスコートとグラウンドの

上に校舎を建てるものですから、校舎を建てた後、テニスコートとグラウンドを造

るということで、それについて遅れることは了解を頂いています。ただ、遅れるの

をすんなり了解を頂いているんじゃなくて、その間の代替のグラウンド、テニスコ

ートをどうするのかということまできちんと協議をした上で了解を頂いているんで

す。ですから開学に施設整備がきちんと整っているということを条件に薬学部の

設置申請をし、それを条件に文部科学省の第三者機関である設置審議会が

審議に入るということですから、今の時点で間に合わないかもしれませんという

協議はしておりません。恐らくそういう相談に行ったとしたら、じゃあ３０年４月の

開学は申請は受け付けないという結論になろうかと思います。 

 

山田伸幸委員 私もその点を心配をして、国会議員団を通じまして文部科学省に問

合せをしていただきました。そうしたところ、工事をしている校舎で授業なり、研

究なりをすることはあり得ないが、そういう学習に支障がないやり方が設けられる

のであれば、そしてどうしても間に合わないというとこであれば、そこまで求めて

はいないという回答を得たんです。だから、やにくもに完成、完成というふうに言

っておられるんですが、完成しない場合を協議していない段階でそういうふうに

言われるのはちょっと違うんじゃないかなというふうに思っております。 
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大田成長戦略室長 このような公の場では言えませんけど、文部科学省の職員の方と

は実はそういう話はしています。ただ、公の場で言えるという、あくまでも職員同

士の雑談のレベルを超えないので、それが文部科学省の見解というわけではな

いですから、私は協議をしていないという言い方をしています。今、お問合せを

された内容がどうかは分かりませんけれども、不測の事態というのは絶対にない

とは言えないんですね。ですから、適正な常識的な工期を取ってもなお天災、

その他で、あるいはあってほしくはないですけど、土中に予測しなかった大きな

何か古洞なりが出てくるかも知れませんし、ないように地質調査はしていますけ

どね。そういう天災、その他の不測の事態というのは絶対にないとは限りません

から、やっていくうちに、やはりどうしても間に合わないということはあるかもしれま

せん。そのようなことになった場合はどうしましょうというようなことを内々に雑談

的には話しています。ただ、設置申請を受け付ける前から、工事が間に合わな

いという前提の中で話をすることはありませんし、そういうケースを認可申請を受

け付けたケースはないということです。認可を出したけども間に合わないかもし

れないというものも設置審議会が果たして審査に入ってくれるでしょうか。です

から、今の段階では適正な工期を取って間に合わせます、間に合わせるべく適

正な工期を取るということしか言えません。それで工事に入って不測の事態がも

し生じたら、いろんな話し合いをその時点でしていくことになろうと思います。幸

い、幸いですよ、今の工学部の校舎は基準面積以上を備えていますので、そ

の校舎を使って数か月間薬学部の講義をするということは物理的には可能な

んですよ。ただ、今の段階でそんな話をしながら申請するということはあり得ませ

んから。不測の事態が起こったときには早急に協議に入っていくということで

す。 

 

山田伸幸委員 私たちは、ただ執行部の説明をうのみにするというふうにはなかなかで

きません。やはり議決なり、審査するときに様々な条件を検討せざるを得ない。

先日来から間に合わせるということでものすごく一方的な説明をされておりまし

たので、そういうことはあり得ないだろうということで私のほうでそういう調査をしま

した。その結果そういう回答を得ているわけで、この議会の議決をやはりいろい
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ろな場面を想定しながら言っていただかないと、私たちもそういったことを想定し

ながら、こういう場合はこうなる、こういう場合はこうなるということが考えられない

わけですね。それはあり得ない、あり得ないというふうに言われたら私たちとして

はどうしようもないんですよ。後で責任を問われる場合もありますからね。議決責

任がありますので、そういった意味で今回のこの開設時期、開学時期と工期の

遅れについてやはり一番慎重にならざるを得ないわけですよ。その辺について

は今の自分たちのやっているのはもう精一杯で、これで不測の事態もあるんだ

ということをきちんと言うべきであっただろうと。ですが、最初からそれは否定され

ておられたので、私も独自に調査せざるを得なかったということであります。それ

と、先ほど要求した資料についてもやはり本会議場でも質疑がありましたが、契

約書の中にそのことがどううたわれているかというのもやはり気になったので、資

料も請求しました。 

 

長谷川知司委員長 執行部のほうに聞きますけど、先ほど大田室長が言われた認可

申請するまでにきちんと建物ができていないといけないというそういう文書的に

書いてあるというものはあるんですか。 

 

大田成長戦略室長 文書的に書いてあるものはありません。本会議場で言いましたよ

うに、新しく大学ができるときには全体の整備計画のうちの段階的な整備という

のは認められていて、１年目は１０分の４、２年目はたしか１０分の７だったと思い

ます。それで３年次の４月には完成しておることというのは、これは私立の大学

の新たな新設時にそういう決まりがあるんですよ、ただ公立大学はそれを適用

除外ですし、ましてや学部の増設の場合はそういう決まりはないんです。で、文

科省と話をした場合に、基本的には施設が申請時点でできているのが理想な

んだと。ただまあそこに１年のタイムラグがあるので、その間に確実にできるという

ことで申請は受け付けるのであって、最初の段階から間に合わないかもしれま

せんよという相談をしながら協議に入るということは基本的にはないということな

んですね。 

 

長谷川知司委員長 要するに今言われたことは、文書的には書いていないけど、常識
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の範囲でそういうことだということでいいですかね。 

 

大田成長戦略室長 それから工期が非常に厳しいという話も正直にしてあります。もと

もと３０年３月３１日に工期をとっていたところ、これじゃあつじつまが合わないで

しょ。工事が完成して検査をした翌日にということは引っ越しの時間もないでしょ。

ということは常識的な工期は２月末ぐらいじゃないですかね、という中で更に１か

月向こうの指摘によって短くなっているということあります。ですから、様々な理

由で着手が遅れており非常に厳しい状況だというのは説明してある中で、内々

に雑談の中で先ほど言ったような内容は、話はしておりますけども、申請をする

時点で間に合わなかった場合はということの話をしていったら、恐らくそれは認

可を受け付けてもらえない。あるいは設置審議会で審査を開始してもらえるの

か、開始してもらえてもすんなり認可をいただけるのか、通していただけるのかと

いうところは様々な疑問だと思います。先ほど山田委員が言われたケースは、

認可が通ったあと、不測の事態が起こったときにどうするかという応急措置的な

ことで言えば、既存の校舎が基準面積以上にあるものですから、そういう既存

施設を利用してということは、当然できると思います。ただ、今の段階で間に合

わないけど、間に合わないけどこういう措置をしますからという申請の仕方はあり

得ないということですね。 

 

大井淳一朗委員 大学設置審査基準要綱細則というものがありますけども、これは私

立大学だけですか。国公立は除外と今、言われたんですが。 

 

大田成長戦略室長 文部科学省で言ったのは私立大学というふうに聞いていました。 

 

大井淳一朗委員 じゃあ国公立はどのような基準でそれをやるんですか。ないというの

もちょっと。 

 

大田成長戦略室長 新設の場合はちょっと分かりません。それ以上の協議はしていま

せん。（発言する者あり）新たに大学を造る場合。 
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大井淳一朗委員 大学設置審査基準要綱細則、これは私大の場合ということで、年

次整備として開設時に４０％、第１年次に３０％、今１０分の７というのはそこだと

思うんですけど、第２年次は３０％これ新設というのは何となく分かるんですが、

増設については書いてないんですが、書いてないということは、増設については

同じ基準ではないんですか。 

 

大田成長戦略室長 実は我々それを利用しようとしたんです。最初。それがあるので、

実は東京の本学のほうからそういう知恵を頂いて、それがあるので薬学部を開

設するときに４０％以上できていたらいいんじゃないでしょうかと。２年生が入学

するときに更に３０％、３年次には完成しますからという、逆にこっちからそれを

聞いたことがあるんですよ。そしたら、これは新たに大学を造るケースですという

ことで、ぴしゃっと言われました。 

 

山田伸幸委員 先ほども言われていたんですけど、設置そのものができなくなるという

ふうな言い方をされたと思うんですよね。間に合わなければ。ですが、今の発言

で私の調査とやっぱり符号していると思うんですよ。やはりここまできて設置その

ものが認められないということは通常あり得ないというふうに判断をせざるを得な

いんですが、これは間違っていますかね。 

 

大田成長戦略室長 まだ認可申請をしていない段階ですから、文部科学省にとっては

何も始まっていない。内々の協議をしているというのは申請書類に不備がない

かという確認等はしてもらっていますけど、申請を出していないので何も始まっ

ていないんです。認可の審議をするのは文部科学省の職員ではなくて、第三

者機関の設置審議会なんです。これは委員も公表されていません。というのが、

不正があってはならないからということで、聞くところによると全国の薬学部の教

授の中から選ばれた人たちで、任期があって順次少しずつ入れ替わっているら

しいんですけど、一切公表されていませんし、本人もその任に当たっていること

を言ってはならないようになっているそうです。そこが全て審査をして決めること

なので、今びっくりしたのは文部科学省に問い合わせたらそういう形でもできる

という回答が出たということが私にとってはちょっと信じられないですね。職員が
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決めることではないので。 

 

山田伸幸委員 回答というか、それは言い方としては市のほうからそういう相談は一切

ないということを言われたんですよ。そのことは御承知おきいただきたいと思いま

す。それと次にお伺いしますが、では認可申請に必要なもの、これは一体どうい

ったものが必要なのか言ってください。 

 

 

大田成長戦略室長 施設整備の概要ですね。それは薬学教育がきちんとできる設備

になっているか。これは当然、校舎、研究機器類の概要、平面図、立面図等が

それに当たります。それから教育カリキュラムの中身。カリキュラムの詳細を示し

たもの。その教育カリキュラムどおりにきちんと教育する教員がそろっているかと

いうところで、これが開設時の３０名の教員のリスト。これはただのリストではなく

て、経歴と過去の論文なんかも全て添付する必要があるということになっており

ます。主な提出資料は以上です。それから、その他、これは決められてはいな

いんですが、付随資料として開設後、入学定員が確保できるという根拠を示せ

ということで、それについては県内の全高校、近県の高校に全てアンケートを取

り、薬学部志向がこれぐらいいて、恐らくこれぐらいの志願者が出るであろうとい

うデータを取っております。それから、地元もそういうことを望んでいるかというこ

とで、これについては県の薬剤師協会からの要望書とか、両商工会議所からの

要望書、薬学部を設置してほしいという要望書なんかの写しも一緒に出すよと

いうことです。 

 

山田伸幸委員 今からすると、工事が完了したという通知は必要ないということですよ

ね。 

 

大田成長戦略室長 建設中である場合はいつ完成するかという工期スケジュール、工

程表の添付が義務付けられています。 

 

長谷川知司委員長 最初の監理室の入札について何かあれば。 
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中村博行委員 随契で金額が非常に大きいんですけど、過去にこんなに大きな金額

で随契はなかったと思うんですけど、過去の随意契約の中で最高額というのは

どのくらいか分かりますか。緊急時ということで随契になったと思うんですけど、

基本的に競争入札という考え方からすれば、過去こんな事例は当然ないわけ

ですから、それについては随契でどのくらいの金額までが今まで契約が成立し

たのかなということで質問します。 

 

中本監理室長 随意契約になると監理室は直接タッチしません。原課対応になります

ので監理室では把握できておりません。 

 

杉本保喜委員 基本的なことを再度お尋ねするんですけど、Ａ棟、Ｂ棟、それぞれの契

約想定金額ですね、これは同じとさっき言われたですよね。基準は同じわけで

しょ。私が気掛かりなのは、Ａ棟のほうは２１億７，０００万台で、Ｂ棟のほうは１８

億２，５００万。その差の中で建物の出来合いが変わってくるかというところも気

掛かりなんだし、それから、無論、大講堂がある、片やカフェがあるというようなこ

とで違いもあると思うんですよね。ただ、その辺のところを現場として、どのように

考えて、これに落ち着くことについて納得しているかどうかということなんですよ

ね。かなり、金額的には３億４，０００万ぐらいの差があるわけですよ。その中で、

片やＡ棟はこれぐらいでできて、Ｂ棟はこのぐらいだから、これで納得せざるを得

ないよねという格好になるのかなというような気がするわけですよね。立ち上がり

が同じような金額であるのに、結果として、そういう差が出たものについては、ど

のように現場は納得しているんですかということをお尋ねしたいんですが。 

 

平田成長戦略室職員 まず、設計書の中身なんですけど、大きくはＡ棟についてはＡ

Ｂ棟の間に５階の渡り廊下があります。これが一つ。それからＢ棟のほうにはＣ棟

に向かっての平屋の渡り廊下があります。大きな金額の違いというのは、大きく

はそこだろうと思っております。それから、Ａ棟については小さい部屋、例えば１

階部分の事務室であるとか、警備員室であるとか、食堂であるとかいう水回りや、

小さい部屋が大きい分だけ、間取りが小さくなる分だけ小さな壁が増える。Ｂ棟
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については大きな部屋が多いもんですから、この辺の差異になっているだろうと

いうふうには思っております。中身につきましては図面、単価を抜いた設計書と

いうのを業者さんにも配っておりますけれども、これに基づきまして項目、数量

のチェックを行いながら、一つずつを確認して進めていくものですから、それぞ

れの金額の違いというのは、それぞれの項目、数量に対してチェックをやります

ので、大きく違うからといって、取り立てて大きい問題とは考えておりません。 

 

岩本信子委員 素人で考えるんですけど、先ほど入札されて、最低価格未満といった

ところの金額と、このたびの随契による金額とで、かなり差があるんですが、この

差がある中で、結局、設計書とか仕様書とかが違ってきているんですか、どうな

んですか。入札で出されて不調になったという最低価格があるのに、ここで出さ

れているのは、その間に何か差があるんですかということを聞きたいんです、設

計書の中で。設計書で積算されていくんじゃないかと思うんですけど。 

 

平田成長戦略室職員 当初の最低制限価格に引っ掛かって駄目だった金額、それと

２回目にやった金額についてはたしか１００万円ほど違っていたと思います。当

初からそれで目一杯の見積りをされて、２回目はそれを見直されて、どこが減ら

されるのかなというところでの２回目の金額だったように雰囲気的には感じており

ます。 

 

長谷川知司委員長 一応次のほうに入っていっていますのでそれでいいですかね。随

契のほうに入っていっていますが。 

 

吉永美子副委員長 ちょっと教えていただきたいんですけど、先ほど大井委員から大

学設置審査基準要綱細則を基に質疑があったとき、これはあくまでも新たな学

校を開設した際のことだと言われましたよね。逆に言うと、要は新しく学部等建

設する際のそういう基準というのをうたっているものはないということですか。あく

までも文科省とのやり取りという協議の中の言葉のやり取りで外構以外はできて

いないといけないとか、そういうふうになっているということですか。基準となる文

書というものがちゃんとあるんでしょうか。 
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大田成長戦略室長 一応我々が見る限りはどこまで施設整備を造っておけばいいとい

うものが書いてあるのはその分だけだと思います。大学が新たに設置される場

合。なぜかというと、新たに造る場合はグラウンドから校舎から、要は完成形とい

うのは外構まで含めた全部の完成形のうち１０分の４、２年目に１０分の７というこ

となので、学部の増設というのは、要は学校のその他はあって、あとは新たな学

部に必要なものを追加して造っていくという考えなので、基本的には施設整備

が完成することが大原則というふうな言われ方をしました。ただ、グラウンド、テニ

スコートが遅れるのを認められたのはなぜかというと、たまたまグラウンド、テニス

コートの上に校舎を造りますから、今あるグラウンド、テニスコートの代替のもの

を造らないといけない。だからそこだけはちょっと遅れます。ただ、その間、直線

距離で１キロ以内のところに市が保有している赤崎運動広場がありますので、

そちらで屋外の体育の授業等に支障がないという市と公立大学法人との間の

覚書を交わしたものなんかを付けて提出をするということなんです。 

 

吉永美子副委員長 ということは、あくまでもきちんとした文書はなくて、言われているこ

とは理解はしているんですよ。だけど、いろんなこういう状況がある中で、要は入

札が不調に陥ったりとか、いろんなことがあってるわけじゃないですか。その根

拠となるものが、例えば単純に言えば、増設という、そういうことですよね。その

場合には、例えばここまでだったらオーケーとかいうのを書いたものは逆にない

ということでしょ。ということですよね。 

 

大田成長戦略室長 大学を新しく造るものにはあるということです。それをもって同様の

扱いをしてもらえるかというのを聞いたところ、これは新設の場合ですということ

です。 

 

吉永美子副委員長 言われるのは分かるんですよ。同様の扱いをしないだろうというの

は分かるんですよ。だけど、じゃあ逆に言うと、きちんと明文化したものがない。

例えば山口東京理科大学はここまでしていないと駄目ですよと言われて、こっ

ちの大学はもしかしたらそこの担当者がこのケースはここまででいいですというこ
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とがあり得ませんかということを言っているわけですよ。基準となる、きちんとした、

明文化されたものがあるんですか。基準というものを作ったものがあるんですか

ということをお聞きしているわけです。 

 

大田成長戦略室長 ありません。ただ、今から申請を上げる段階で、何度も言いますよ

うに、問い合わせることはできると思います。こんなに苦しい状況で、もしできな

かったらどうしましょうと。申請を上げる段階でできなかったらということも含めて

の申請というケースはないということです。厳しいスケジュールであることは言っ

てあります。ただ、できるんですねという念は毎回押されますから、そのとき言っ

ていますのは、きちんとした工期をとっていますから完成できます。ただ、不測の

事態というのはこればかりは何とも言えませんから、天災、その他もありますから

ねということは言っています。そうなった場合は早急に協議をさせてもらいますと。

今、我々はとにかく設置審議会に諮っていただいて、そこを通してもらうことが一

番の目標ですから、そんなリスクを負うような御相談というのは申請も起こしてい

ない段階からはできないと思っています。それから、そこまで絶対できないという

状況に追い込まれていないですから、まだいろんなお願いはしています。臨時

議会を開いていただいたり、議決を早めていただいたり、無理なお願いをすごく

させていただいているのは分かっております。それはなぜかと言ったら、本会議

場でも言いましたように、できるだけ工期をとるためなんです。だから、まだ何と

かなるというところにまだいると思っていますから。 

 

吉永美子副委員長 だから、私は申請するときからできなかったらどうしましょうというこ

とを相談したらどうかということを言っているんではないですよ。だから、根拠とな

るものは、いわゆる学部を増やすとき、増学と言っていいですか、そういうときに

根拠となる、先ほどのような基準はないということははっきりさせたかった。今回、

指名競争入札から相見積りによる随意契約ということで、要は考え方として、一

応確認させていただくんですけど、物の本によりますと、緊急の必要ということで

先ほど言われたわけですが、それが一般競争入札又は指名競争入札の方法

による手続をとるときは、その時機を失し、あるいは全く契約の目的を達すること

ができなくなり、経済上はなはだしく不利益を被るに至るような場合であるという



 16 

ふうに書いてあるわけですが、これに完璧に当たるという認識になるわけですか、

随意契約にするということは。そういうことでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 最終的な判断は市長に委ねました。施行令１６７条の２第５号を

適用して随意契約をするという判断は市長がされました。ですから我々はそれ

に従っているということです。 

 

長谷川知司委員長 岩本さんの先ほどの質問でいいですかね。確認しますが、要する

に１回目の監理室の入札と成長戦略室が行った入札の中に違いがあるのかど

うかということでいいですかね。（「中身にね」と呼ぶ者あり） 

 

岩本信子委員 さっき言われた随意契約で安いほうを採られたと言われたわけね、２社

でして。そしてこの金額でしょ。中身が一緒ならじゃあなぜ私は結局１７億という

最初の不調に終わった金額が出なかったのかというのがすごく、これは業者さ

んの判断なんだろうけれど、なんか納得がいかないんですけど、その辺はどうい

う業者さんがどんな考えたかということお宅らに聞くのもおかしいんですけど、ち

ょっとその辺のからくりがありましたら教えてほしい。 

 

大田成長戦略室長 同額でなぜ出なかったのかといわれることですか。それは業者さ

んじゃないと、業者さんというかＪＶじゃないと分かりませんけど、更に低い金額で

出ていますね。不調に終わった入札よりも更に低い金額で出ています。（発言

する者あり）税込み、税抜きの違いがあるんじゃないですか。 

 

長谷川知司委員長 確認しますが、１，０００万ぐらい下がっているんじゃないですか

ね。 

 

山田伸幸委員 今のもう少し分かりやすくちょっと深めていきたいと思っているんですが、

そもそも最低制限価格というのは品質の保持だとかダンピングの防止だとかい

ろいろな理由があって、設定されていると思うんですが、もしそれを下回ったら

正当な品質の保証だとか労務者への賃金等、その辺に影響が出てくるんでは
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ないかなという心配があるんですが、その点はいかがでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 入札が不調に終わったと、不調に終わった原因は１社は辞退、

それから２社が最低制限価格を下回ったと。それで辞退の意思を示された業者

さん以外の２社で見積り合わせをしたところ、最低制限価格を入札において下

回った金額よりも更に低い金額ですから、やはり仕様書どおりのものがきちんと

期間内にできるかどうかというのを調査する必要があるということで、調査をしま

した。それは１級建築士さんを中心にいろんな資料をＪＶから出してもらったり、ヒ

アリングをしたりという調査期間をとって大丈夫という判断の下に、当然報告書

は市長のところに行きましたけれども、大丈夫という判断の下に随意契約に踏

み切ったということです。 

 

山田伸幸委員 ということはひょっとしたらその価格でも最低制限価格を設けることがで

きたということになるんですか。 

 

中本監理室長 最低制限価格としては当初の最低制限価格が適正な最低制限価格

でございます。 

 

山田伸幸委員 それ言われるなら、この見積り合わせの随意契約というのが非常に問

題となってくると思うんですけどね。ですからそれでも大丈夫と判断されたという

ことは品質の確保は当初からその金額でもできたんではないかということをどうし

てもそう思わざるを得ないんですが、いかがですか。 

 

大田成長戦略室長 結果だけ見ると、つじつまが合わないように確かに映ると思います。

ただこれ結果論なんですね。前回のＡ棟のときの委員会でも監理室長が説明

しましたように最低制限価格の設定の仕方というのは一定の計算式に基づいて

するものなんですね。その計算式に基づいてしたのが７０％下回っていたら７０、

９０％を上回っていたら９０ということで、今回のケースはその計算式で計算した

ら９０％を上回っていたから、上限の９０で設定したということでこれは入札制度

における最低制限価格の設定とすれば、従来の制度内のきちんとしたやり方で
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した。その結果、たまたま２ＪＶがそれを下回って失格になった。様々な諸要件を

市長が勘案して、見積り合わせという随意契約に手法を変えたときに、更にそ

れよりも低い金額で出てきて、調査をして大丈夫という判断をしたということなん

ですよ。だから一見、二つの結果だけを見ると、じゃあ最初の最低制限価格を

下回った価格でもきちんとしたものができたじゃないかというのは、この時点でな

って分かった結果論なんですね。ですから入札が不調に終わった時点では入

札制度における最低制限価格の計算の根拠をきちんと踏襲した設定の仕方に

従うしかないんです。結果論としてこうなりましたけれども、それから我々は前の

委員会でも私言ったと思いますけど、大手が入ったら安く札が入るとは思ってま

せんでしたから。結果としてこうなりましたけど、逆に最新鋭の大型建設機器な

んかを遠方から持ってくるので、高くなるんじゃないかという思いが私はありまし

たから。結果論なんですね。だから入札制度によりきちんと大原則で入札した

結果、不調に終わり、再入札をする時間がこういう理由で取れなかったので、市

長の判断で随契に踏み切った結果、非常に安い金額で調査をした上で契約

をしたという結果なんです。そこを御理解いただくしかないと思います。そのＢ棟

の随契の結果をもって、やっぱりＡ棟のあれがおかしかったじゃないかと言われ

てもそれは入札制度の中で行われたことなので、ルールに基づいて判断をせざ

るを得なかったというとこなんです。 

 

岩本信子委員 この設計については、設計業者を委託してますよね。そちらの設計業

者が例えば今の積算していく、それどのぐらい関わっていらっしゃるんですか。

全然設計だけで、例えば見積りとかいうそういうのには一切関わられないという

ことなんですか。私この専門家というかそういうふうな設計事務所があって、設

計業者がいて、かなり安く委託して、受けてもらったんだけど、でもそれがどこま

で仕事をされるのかということがあれだったんですから、ちょっとその辺お聞きし

てもいいですか。 

 

平田成長戦略室職員 設計業務の内容につきましては、まず法規的な手続がありま

す。大きくは図面を描いて、それからそれに基づいて拾い出しをします。その後、

拾い出した項目数量に対して単価を入れていきます。ただ単価につきましては、
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我々も県の単価を採用させていただいておりますので、非公表になっておりま

すので、単価入れの作業につきましては私たちのほうで単価入れの作業を行っ

ております。先ほどから調査をしましてということであったんですが、地元の落札

金額とＢ棟の受注業者と見積書の内容を比較したところ、二次製品、サッシで

あるとか金物であるとか、そういった二次製品の購入単価が大きく違っておりま

した。中身につきましては工事費についてはむしろ我々のほうが業者さんが出

された見積書よりも低かったのですが、二次製品の購入価格、流通価格が今

のＡ棟とＢ棟については大きく違っております。 

 

岩本信子委員 設計事務所、設計されたところは一切見積りには関してないと、図面

を書いて材料の拾い出しまでがされたという、委託されたということでよろしいん

ですか、考え方とすれば。 

 

平田成長戦略室職員 今言われましたように数量拾いまではやっていただいて、単価

についてもあらかたの物価版がありますのでこれに基づいて根拠のあるところは

入れていただいておりますけれども、我々のほうで持っているマル秘の単価の

扱いについては私たちのほうで入れ替えしたということで御理解いただきたいと

思います。 

 

岩本信子委員 例えば設計事務所が出された金額とそちらのほうで、うちのほうで出し

た金額に大分差異はあったんですか、どうなんですか。その辺は。 

 

平田成長戦略室職員 はい、差異はあります。 

 

岩本信子委員 どのような差異があるんですか。例えばどっちかが高いとか安いとかい

うその辺の差異はどうなんですか。 

 

平田成長戦略室職員 設計事務所のほうの単価根拠は主に物価版が基準になって

おりますので、県単価と比較するとそちらのほうが安いと。ただそれで我々もい

つも使っているのが県単価を主流としまして地方単価をやっておりますので、大
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体設計事務所に委託する際もそういった単価の入替え作業を出して、新たに

別の金額でもって発注するということでやっております。 

 

山田伸幸委員 見積り合せの中から辞退した業者を排除された理由は何でしょうか。 

 

大田成長戦略室長 市長との協議において見積り合せをするのに業者さんどこに声

掛けましょうかという中で本来ならば広く公募をしたいところなんですけれども、

これだけの施設ですから積算するのにやはり１か月やそこら掛かりますからこれ

から１か月後に見積り合せが出るという時間なんか取れないので、既に積算を

終えている業者に声を掛けるしかないということは、候補は三つしかないですね。

入札に参加された３ＪＶ、そのうち２社は契約の意思はあるけど残念ながら最低

制限価格を下回って入札制度のルールの中で失格になってしまったと。もう１

社は予定価格を上回ったので、２回目の入札をしたわけです。それは３回まで

を普通行われるんですが、当然上回っているので下げていけば取れる環境に

あったにも関わらず２回目には辞退をされた。正式に言うと入れられたんですが、

金額の欄に辞退しますという言葉が書かれてあったということで、その時点で辞

退の意思を表明されたということを尊重して、契約の意思はありながら残念なが

ら失格になった２ＪＶにお声掛けしたところ、どちらも見積りを出しますという返答

が返ってきたのでその二つのＪＶでやらせていただきました。 

 

山田伸幸委員 私の調査では決して辞退した業者もそういうことであるなら、出せるも

のなら出したいというふうなこともお聞きしておるんですが、今の話からすると市

のほうで辞退はそれで終わりだと。それ以上値段が下がらないだろうという見込

みでそういう判断をされたということでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 値段が下がらないであろうという見込みではありません。取れる環

境にあったけれども辞退をされたということなので、お声掛けするのはやめましょ

うという市長の判断です。ですから入札取る意思があったけど、残念ながら最低

制限価格に下回った二つのＪＶに声を掛けてみましょうという判断をされました。 
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岩本信子委員 先ほど設計事務所の単価等聞いたわけなんですけど、こちらは県の

基準単価、地方単価を採用されたということなんですが、だから逆に言えばで

すね、大体一般の公共の単価が、そこの設計事務所が出された部分の工事金

額というのは分かっていたわけですよね。だからその例えば県の単価でやるとこ

こまでいくんだけど、普通の一般の事業の単価でいくとここでできるという金額

が分かっていらっしゃったんじゃないかと思うんですよ。その中でこの先ほどの

最低価格設けてされたという制限価格をもってされたというのが、ちょっと私納

得いかないんですが、県の単価を採用されるという理由というのはどういうことな

んですか。やっぱり地方だからそれをせんといけんということなんですか。 

 

平田成長戦略室職員 単価につきましては歩掛かりという名前がありまして、製品が幾

らですよ、それに伴う大工さんが何人役掛かる、普通作業員が手元が何人役

掛かるよということで、一つのものを造るに当たってはそういった歩掛かりという

のを造ります。それに合わせて諸経費というのも国で定めている諸経費率という

のがあるんですけれども、これらの項目全部で一般的な建物でいきますと、１，０

００項目以上あるんですけれども、それを作るエネルギーというのが人材的にも

各市町でないものですから、県がそれを一般的に材料の見積り、色とかいうこと

を事前にやってくれてまして大体のほとんどの県、市町が県の単価を採用させ

ていただいているということがあります。これにつきましては、１年ぐらいのブライ

ンドの期間がありますので、コンサルさんにつきましては、単価については御存

じないはずです。したがいまして我々もそれで県単価を使ってくださいということ

はタブーになっておりますので、設計事務所につきましてはあくまでも標準的な

物価版で単価を入れていただき、改めて私のほうに届いた段階で県の単価を

入れ替えさせていただいている。つまりは設計事務所さんは最終価格というの

は御存じありません。 

 

長谷川知司委員長 資料来ましたか。じゃあここで１０分ほど休憩したいと思います。

次は１０分からということで。 

 

午後３時２分休憩 
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午後３時１３分再開 

 

長谷川知司委員長 では休憩前に引き続きまして再開いたします。 

 

大田成長戦略室長 休憩の間に先ほどのですね、大学が新設の場合の基準、公共か

私立か確認をしました。私立の東京理科大学のほうから頂いた資料なので私

立の大学と勘違いを私がしていました。全ての大学に適用されるということです。

ただし、新たに新しい大学を作るケースということでした。訂正をさせていただき

ます。 

 

長谷川知司委員長 では今、資料が来ております……今の質問、じゃあ山田委員。 

 

山田伸幸委員 先ほどの答弁からすると、これは新設の基準であって、増設はこの基

準は当てはまらないということで、そういう見方でいいんですか。 

 

大田成長戦略室長 先ほど言いましたように、最初はこれを利用というかこれを適用し

ていただいて、現在の元放送大学があったところですね、あそこを一部研究室

等に若干お金を掛けて改造して、工学部の校舎が基準以上の面積があるもの

ですから、最初の１年生、２年生時点ではそこを最大限活用しながら、建物を

建てていくということで、それを適用させて、そういう扱いができるかという問合せ

をしたんですが、大学を一から作る、新たに作るケースであって、学部の増設に

はこれは当てはまりませんということでした。そのこともあったので当初市長は薬

学部２９年度開設と言われていたんですけども、３０年に延ばさざるを得なかっ

たということです。 

 

長谷川知司委員長 ほかに。今の質問で。別にいいですか、関連質問も。じゃあ今、

皆さん資料読まれたと思いますが、これも含めて質疑を再開したいと思います

が。 
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山田伸幸委員 申請書に添付する書類等がですね、工期の完了期限が平成３０年２

月末ということで、これが必ず完了ということでなければもう薬学部そのものの設

置ができないんだという、そういうことで随契の判断をしたということになるわけで

すよね。これを市長が認めたということですからね。ですがやはり、このそのもの

が駄目になるという言い方はやはりちょっと違うんではないかなと、余りにも飛躍

した考え方ではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 これまで４度にわたり文部科学省に行って、申請の前の協議等を

させていただいた中で、工事工程表を見てもらうというときがあったんですね。そ

のときに当初はこちらのほうでは工事の完成を全て３０年３月３１日、３月末とい

う工程表になっていたところ、文科省の職員のほうからこれじゃ駄目だと、３月末

にできて４月にその校舎が使えないでしょ、どうやって物品を夜中の９時間で搬

入するんですかっていう中で、少なくとも２月末じゃないとつじつまが合いません

ねっていうことで、分かりましたと、２月末に完成するように努力をさせていただき

ますと。そのような会話の中からですね、やっぱり遅れてもいいという議論はない

という印象を持っております。以上です。 

 

長谷川知司委員長 ほかにないですか。随契のほうに入っていいですよ。 

 

大井淳一朗委員 今回ですね、随契、額が最低制限価格を下回った額で随契をして

いるということについては先ほど調査をした上で、ダンピングというか、品質保証

があるということで、その論点もありますけども、もう一つ気になるのはですね、平

成１８年に通達として公共調達の適正化について出されたことを受けてですね、

大体本市は随契についてはガイドラインというのを設けているんですよ。特に施

行令１６７条の２の第１項については１号から何号までかありますよね、それにつ

いてある程度の基準っていうか、ガイドライン設けているんですが、本市はどうで

すか、その点は。 

 

長谷川知司委員長 誰が答えられます。 
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大田成長戦略室長 総合政策部サイドなんですけども、同様に契約の手引きかなんか

を財政課が作っていて、その中に随契に関しての記述もたしかあったんじゃな

いかと思います。以上です。 

 

長谷川知司委員長 今、大井委員が言われたことに答えられる人。 

 

大田成長戦略室長 ちょっと総合政策部を呼んできます。 

 

長谷川知司委員長 お願いします。ほかに質問ございませんか。私からちょっと聞きま

すが１回目の入札で不調になりましたですね、このときにＡ、Ｂの失格になったと

いうことは、最低制限価格以下で失格ですというのは言われましたか。 

 

中本監理室長 失格になった業者さんについては入札価格何円、入札価格何円以

下の方は最低制限価格未満での入札ですので失格ですというふうに言いまし

た。ですからそのときに２回目の入札やりますので、退席をお願いしますという

ふうに言いました。 

 

山田伸幸委員 私は入札に参加したことがないので分からないんですが、１回目が不

調に終わって、２回目をするときにですね、それは直ちに行うんですか。 

 

中本監理室長 その日のうちに行います。先ほど大田室長が３回ほどやりますって言

われましたけど、そのときに３回目までは入札を行います。それでも入札が成立

しなかった場合、改めて業者を選定し直して、またやることが通常の入札です。 

 

山田伸幸委員 １回目と２回目、２回目と３回目との間には時間的余裕というのはある

んですか。 

 

中本監理室長 それはですね、時間的な余裕というのはほとんどございません。例えば

１回目の入札をされて、予定価格より上の場合ですね、例えば１００万円で入札

された方が予定価格に一番近い価格としましたら、１００万円未満での再入札
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をお願いしますというふうに言いまして、入札を５分、１０分は待ちますけれども、

実際は皆さん考えられて５分、１０分ぐらいで入札されます。以上です。 

 

山田伸幸委員 そういった際に金額の決定ができない人だったら、それを下げるという

ことが通常できないと思うんですよね。 

 

中本監理室長 金額の設定ができない人が入札に来られてはいないというふうに、全

権委任されておられますので、そういうことはないと思います。 

 

大田成長戦略室長 委任状を持って来られて、委任状の確認をした上で入札をしま

すので、責任者しか入っていないということです。 

 

岩本信子委員 今の関連になるんですけど、Ｂ棟のところの工事用の入札結果で１回

目、２回目、すぐされたんだなというのが、先ほど言われましたようにすぐされるっ

ていうことで言われましたよね。２回目を辞退ってここに書いてあるわけですよね。

まず入札書比較価格超過っていうので１回目が結局できなかったんだと思うん

ですよね。２回目辞退ということは超過していますよということは言って、そしてい

やそれ以上下げられませんということで辞退されるということなんですか。ちょっ

とここの１回目、２回目ってすぐされているんですけど。 

 

中本監理室長 入札で２回目をやるときに、この場合やったら２１億で出されたんです

けど、１回目ですね。（発言する者あり）１回目に２１億で出されたんですけれど

も、予定価格に達しておりませんので、それ未満での入札をお願いしますという

ことで、そういうことを言いまして、再入札に当たっていただきました。（「そして辞

退されたということなんですか」と呼ぶ者あり）それで先ほど大田室長も言いまし

たように、入札はされたんですけども、金額を書く欄に辞退しますというふうに書

かれておりましたので、それで入札不調ということになりました。（「そうなんです

か」と呼ぶ者あり）以上です。 

 

長谷川知司委員長 では今、担当の部長さん来られましたので、大井さんもう１回質問
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を、さっきの質問を。（発言する者あり）ちょっと質問を。いいですか、質問。 

 

川地総合政策部長 随意契約につきましては財政とかが担当ではなくて、これは地方

自治法の施行令の１６７条の２っていう規定がございまして、１号から８号までご

ざいます。これに基づいて、各担当課の方々がこういった事業に関して随意契

約をしたいという理由を書かれて、それに関してはうちも適正な予算執行をする

観点から合議という形でうちのほうで合議をされます。場合によってはこの規定

が該当するのかどうなのかっていう協議は当然していきますし、ケースバイケー

スでございますので、特にガイドラインは作っておりませんし、忠実に地方自治

法施行令に合っているかどうかっていうことも判断をしながら、決裁をしていくと

いうふうな方法をとっております。したがいまして、ガイドラインというものは定め

てはおりません。 

 

大井淳一朗委員 公共調達の適正化についてという通達によりますと、ここに書いてあ

りますように、競争性のない随意契約の見直し、そして随意契約及び競争入札

に係る情報公開に一層の充実ということで、結局そういった基準をしっかり示し

て国民から疑念を持たれることはあってはならないというような文章が書かれて

おります。それを受けて全ての市ではもちろんないんですが、さいたま市とかで

すね、市川市なんかは随意契約のガイドラインっていうのを設けてあって、この

施行令の１６７条の２の第１項の各号についてですね、こういった場合にこれに

当たるっていうことが、基準が示されております。第５号については災害等、市

民生活への影響うんぬんということが、もちろんね、市によっては基準が若干違

うんですけども、こういった明確なものがですね、本市ではない、ないっていうこ

とは協議して実質的に判断はされて基本的には適正だろうとは思うんですけど

も、そういう客観的な、明確な基準がですね、事前に示されておれば市民から

ですね、そもそも今回の審査も含めて疑念を持たれることはないと思いまして、

ガイドラインというのは今後作るべきだと思うんですが、それはいかがですか。 

 

川地総合政策部長 非常に、大都市さんとかも作っていらっしゃって、私どもも実はそ

れは参考にしております。先ほど言われたさいたま市さんの分も既に見ておりま
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す。ただ第５号の規定につきましては、ほかのガイドラインを見てもですね、災害

等というふうな書き方がしてありまして、これはやっぱり具体的には実際に書か

れていません。それは恐らくケースバイケースだろうという判断になります。した

がいまして、やはりちゃんと決裁をとって起案をして市長決裁をとって私どもは

やっているということでございます。ただ大井委員さんに言われるように、今後じ

ゃあガイドラインがなくていいのかとなると、その辺はやはり今後はどこがやるか

は別にして、それは検討していかなければならないかなというふうには思ってお

ります。 

 

山田伸幸委員 今、説明されたんですけど、このたびの金額がやはり大きいということ

が、これで本当に良かったのか。それで当初の金額より安く設定をされて、それ

でやれるという判断をゼネコンはしていたわけですよね。ですから最初の１回目

の入札から低い金額を入れていた。しかし、山陽小野田市が示した最低制限

価格より下回っていたので、それは失格になってしまったということなんですよね。

今度はその失格者同士を合わせて見積り合せをすると。やはり、もともとの設定

金額がどうだったのかとかいろいろ疑念があるわけですよ。その辺が払拭されな

いから繰り返し、繰り返し同じようなことを聞かざるを得ないんですね。今言われ

たような基準があればもっと明確になるんですが、地方自治法の施行令なんか

を見ると、やはりはっきりと書いてないんですよね。各市町村の判断だというなら

ば、市町村長が判断する際にやはり明確な基準がないものを、しかもこれだけ

の巨額な契約に対してあまりにも無防備すぎるのではないかというふうに思うの

ですがいかがでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 私は無防備だとは思っておりません。と言いますのが、随意契約

ですけども、見積り合せということで２社がそれに応じていただいて見積りが出て

いるので、実体とすればそこに競争の原理は働いています。それから、緊急や

むを得ないという判断を市長がされたのは単に工期がとれないからという理由で

はなくて、その背景なんですね。工期がとれないことで薬学部の設置申請がで

きない、あるいはできたとしても審査をスムーズに通すことができない。そうなっ

てくると、受験生に対する社会的な市の責任、それから何と言いましてもリクル
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ートを終えている教員の方々への責任も、それはもう今の大学を２９年度で終え

てこられるという形になっていますから、確約書も全部取っている状況で、そうい

う様々な市の社会的責任、そういう背景を考えて随意契約という判断をされたと

思っておりますので、手法とすれば非常にこれまでにない手法でしたけれども、

仕方がなかったというかこの手法しかなかったと思っています。第一に考えられ

たのは薬学部を申請すること。そして市の社会的責任を果たしていくこと。これ

を第一に考えられて、再入札ではなく時間が早く済む随意契約を選ばれた。た

だ、本当に急ぐんならですね、一回目のときに入札で一番低い金額を入れた

業者だけに言ってこの価格でやってもらえるかということを言えばいいんですけ

ど、やはり競争の原理が働かなければならないということから、２社にお声掛けを

して見積り合せを出していただいたので、そこに随意契約とはいえども競争の

原理は働いています。見積りを提出してもらう当日も見積り合せですけど、入札

と同じやり方をとらせていただきますということで、入札会場と同じものを全部持

ち込んで、札も入れてもらって面前で開封をしてというやり方をとりましたので、

私とすれば手続に不備はなかったと思っております。それから、先ほど来、何度

も言いますようにＡ棟とＢ棟の結果論を見ると違和感があるのは仕方がない。そ

のお気持ちは十分分かります。ただ、Ａ棟においては一定の計算根拠に基づ

いて最低制限価格を設定して、それは入札のルールの中でやっていることです

から、じゃあＡ棟のあの価格でもやれたじゃないかということを後の結果論から

言うと、じゃあＡ棟で落札した業者を調査した結果、最低制限価格の業者がで

きるからあなたとは契約しませんて言えることはできないでしょ。だから結果から

見るとお気持ちは十分分かるんですけれども、最初のＡ棟については入札のル

ールに基づいて契約の相手方が決定されたと。Ｂ棟については入札制度にお

いては不調に終わり、再入札をする時間が、先ほど言った、とれないという判断

を市長がされた。そして、新たに公募等によって業者の見積り提出を依頼したと

してもそこに積算に時間が掛かるので既に積算を終えている業者さんにお声掛

けをして、随意契約をしたという流れなんです。だからその辺りを御理解お願い

したいと思っております。 

 

長谷川知司委員長 確かに今言われたことはきちんとされていると思うんですが、見積



 29 

り合わせをするときに最低制限価格があります、は設けませんとかいうことはどの

ように言われましたか。 

 

大田成長戦略室長 見積りの依頼を出して、応じていただいた段階でＪＶのほうからも

質問がありました。入札のように最低制限価格を設定されるんですかということ

でしたので、これは入札制度に基づく契約ではなくて、もう自治法施行令１６７

の２第５号を適用した見積り合わせによる随意契約ですから、入札制度を離れ

ているので、最低制限価格は設けませんということを告げた上で見積書を出し

ていただいております。 

 

大井淳一朗委員 先ほどのことと少し関連するんですけども、１６７条の２の第１項の３

号、４号については山陽小野田市財務規則９９条の２に基づいて、要はそうい

ったことについてはホームページ上で平成２８年についてはこれだけのとこと契

約しましたと、公表をばあっとしております。理由も書いてあります。今回の１６７

条の２の第１項第５号についての公表についてはどのように考えておられるでし

ょうか。それに基づく財務規則があるのか、この点も含めて。 

 

川地総合政策部長 ３号、４号につきましては、その地方自治法施行令に基づいてこ

のようにしなさいというふうな形で書いておりますので、私どもは３号、４号にのっ

とって随意契約をしたものについては財政課のほうで所定の手続に従って広報

等々で掲載をいたしております。ただ、５号については財務規則上公表します

という規定はございません。 

 

大井淳一朗委員 これも今後の取扱いになるんですが、横浜市なんかは５号について

も公表をしております。これ理由はもちろん今回のような理由ではなくて、選挙

の解散絡みなんで理由は違うんですけれども、こういったことも今後余りあっち

ゃいけなんですけどね、基本的に１６７条の２の第１項第５号については。こうい

った公表の取扱いについても先ほどのガイドラインの設定と併せて検討すべき

だと思うんですがいかがでしょうか。 
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川地総合政策部長 大井委員の言われるとおり、今後の課題であるというふうな認識

は持っております。 

 

山田伸幸委員 ということは、今回はこの見積り合せの結果については公表はされない

ということなんでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 今、公表するという市の中の内規とか決まりはありませんので、今

回この委員会の結果を市長にお伝えをして判断を仰ぎたいと思います。 

 

長谷川知司委員長 私からもう一つ。先ほども質問したんですが、要するに監理室が

行う入札については最低制限価格を設けておりますよと。ところが、見積り合せ

については設けていないと。この整合性ですね。そこがちょっとどうなのかなとい

うのがありますが。 

 

大田成長戦略室長 監理室が行ったのは入札で、その制度の中で建築工事について

は最低制限価格をこういう計算根拠に基づいて設けるという、もう制度なんです

ね。ただ、見積り合わせにはそういう制度がないので、その入札の制度を引っ

張ってきて最低制限価格を設けると逆におかしな話で、それ以下なので失格に

しますという見積り合わせの中で最低制限価格を設けて失格にする法的な根

拠も何もありません。だから設けられないということです。 

 

長谷川知司委員長 今のことですけれど、専門的な立場の人は分かると思いますが、

じゃあ一般の市民が同じ市の工事で、同じ条件で出して、何でかなという疑問

があると思うんですが、それらの説明についてはどうされますか。 

 

大田成長戦略室長 先ほど来言うように、結果論を見るとつじつまが合わないという思

いを持たれるのは、それはもう皆さんそうだと思います。だからもう我々の説明で

は地方自治法に基づいて競争入札により業者を決定するのが大原則なんだと。

本市の場合はこのたびは指名競争入札ということで入札に基づいて業者を決

定しようとしたけれども不調に終わったと。先ほど言いました、様々なこの契約に
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基づく事情の背景により市長が再入札する時間が取れないということで、随意

契約をするという判断をされた。その時点で入札の制度からは基本的にはもう

離れているんですね。そして、随意契約の手続の中で業者を決定していったの

で、結果的に見積り合せが出てきた数字が入札制度においての最低制限価

格よりも低い制度でしたから、つじつまが合わないように感じると思います。そこ

はやはり同様の思いが我々にも市長にもありましたから、きちんとした仕様書に

基づくものが工事期間中にできるのかという調査を十分しなければならないとい

うことで調査をしたということです。だからそれをやっぱり説明をするしかないん

かなと。なかなか説明は難しいかなとは思うんですけど、そういう説明を繰り返し

するしかないかなと思っております。そうしないと、入札制度も随意契約も一緒く

たに物事を考えると根本的に入札制度を否定する結果になるんですね。先ほ

ど来ありますように、見積り合わせの結果だけを見て、じゃああのときの最低制

限価格の設定がおかしいじゃないかとか。結果的にはあの時安く契約できたじ

ゃないかという議論をしだすと、入札制度そのもの根本から否定するようになり

ますから、原則論として競争入札に基づいてやる。今回はそれが不調に終わっ

て、事情により随契をせざるを得なかったというこの段階を是非理解していただ

きたいと思います。 

 

長谷川知司委員長 ちょっと資料が来ましたので配っていただきます。約款ですね。こ

の約款はもう公表されている、されていますね。 

 

岩本信子委員 中であるんじゃろうとは思うんですけど、例えば完成時とかいうのはち

ゃんと契約時でされると思うんです。いつ完成すると。完成しなかった場合のこ

とはこの約款とかには書いてあるんですか。違約金とかそういうふうなところの辺

がどうなんですか。 

 

中本監理室長 済みません、何条か分かりませんけども違約金の関係も入っておりま

すので。（「この約款の中に」と呼ぶ者あり）はい。（発言する者あり） 

 

長谷川知司委員長 瑕疵
か し

担保は４０条ですね。（発言する者あり）今、約款を読まれて
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いると思いますが、ほかに何か質問があれば。 

 

吉永美子副委員長 この公共工事請負契約約款の中で、この第４０条で瑕疵
か し

担保と

いうのは出てきてはいるんですけど、Ａ棟のときに賛成討論の中で注文を申し

上げた瑕疵責任のうたいですね。この辺についてはそのいわゆるＡ棟について

瑕疵責任、例えば何年間とかそういうことがうたえるのか。またＢ棟についてもう

たえるのか。その瑕疵
か し

責任というところでどういうお考えか改めてお聞きします。 

 

中本監理室長 瑕疵
か し

担保責任については２年、又は１年とかいろいろありますけど、ち

ょっと建築の場合は覚えていませんけども、土木の場合は２年だったと思いま

す。 

 

長谷川知司委員長 この約款の中に第２項ですかね、期間は１０年とするとありますね。

その前に２年もありますか。 

 

吉永美子副委員長 このですね、要は何をお聞きしたいかと言うと、出来上がる、その

後で要はちゃんとチェックされると思うんですけども、そういったところはどのよう

にいわゆる本庁の中で決めておられますか。きちんとチェックをして、でないとそ

のあとの２年とかいうのは全く関係なくなってしまうので、どのようにチェックされ

ておられるんですか。 

 

平田成長戦略室職員 まず検査の体制ですけども、一応社内検査というのを業者さん

がやってくれます。社内検査というのも担当者ではなくて、工事の責任者の下

で検査をやって、その手直しの後に私のほうに社内検査やりましたよという通知

がありますので、一応担当者レベルで見て、その手直しが終わった、完了した

時点で今度は課内検査ということをやります。この課内検査が終わった後に監

理室のほうに本検査ということでいきますので、４段階の検査を設けております。 

 

吉永美子副委員長 そうすると例えば今回のＡ棟、Ｂ棟についても建築が出来上がっ

た後のチェック体制というのはきちんとされて、基本的には後で瑕疵
か し

責任を問う
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ようなことはないだろうという認識をもっておられるということで思っていていいん

でしょうか。 

 

平田成長戦略室職員 ないだろうと思ってます。 

 

山田伸幸委員 工期の設定ですよね、この辺が業者の人にとっても非常に絶対に遅

れてはならないというプレッシャーの中でやっていくということがあろうかと思うん

ですが、この工期を守らせる上で一刻も早くというのが私たちに求められてきて

いるわけですよね。現在のスケジュールというのは今２月末ということですが、こ

れを全部スケジュールどおりやって、本当に完成するのはいつ頃というふうに見

ておられます。 

 

平田成長戦略室職員 工期を２月２８日と定めておりますので、是が非でも２月２８日に

は終えたいというふうに思います。 

 

山田伸幸委員 それは外構も含めてということでしょうか。 

 

平田成長戦略室職員 外構は除きます。 

 

山田伸幸委員 もしというか仮ということをすると大田さんがムッとされる表情が見えるん

ですが、やはり一番心配はそこなんですよね。遅れたときの心配があるわけで、

やはりその辺をどうやって繕っていくかというか工期内に合わせていくか、その

辺のいろいろな手法があろうかと思うんですが、平田さんのほうでこれをやらせ

ていく担保といいますか、保証していくそういった何かお考え等があるでしょう

か。 

 

平田成長戦略室職員 おかげでプレキャストコンクリートを使わせていただくことで工期

短縮が図れたんですけれども、今から工事を進めていく上でいろいろ協議事項

というのが出てまいります。これについてはできるだけ時間を掛けずにして、すぐ

回答してすぐ即決に近い形で返事をして、次の段取りに向かってやっていただ
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くということが肝要というふうに思っております。これによりまして、通常設計事務

所が監理ということになりますと、持ち帰って回答があるまでって随分時間が掛

かる傾向にあるんですけども、これら辺りは積極的に我々が中に入っていって、

たまたま薬学部の先生も身近にいらっしゃる、話ができますので、これら辺りも

含めて即決で回答ができるようなことが今できる最短の目標というか、この辺りに

なろうかと思います。 

 

山田伸幸委員 そもそもずれ込んでいた大きな要因に学校法人側とのすり合わせがで

きなかったというのが何か月もあったというふうにお聞きしておりますが、今後は

そういったことは絶対ないということでいいんでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 実は今日の委員会に臨むに当たって市長からこう言われました。

非常にタイトなスケジュールでこれだけ皆様に御無理を、議会日程等でお願い

しなければならない原因というところを聞かれるであろうから是非こう言ってくださ

いと。３か月間ストップされたということが原因ですと。その原因は建設手法にお

いて市長と当時の学校法人側の責任者との間で意見が合わなかったと。地元

業者を最大限活用するという市長に対して、大手を連れてきて山陽小野田市

がお金だけ出しておけばいいという主張をされたと。その間、３か月間全ての作

業がストップをされ、工事だけではなくて実はリクルート等もストップされたんです

けど、そこが全ての原因でそれを取り戻そうと今様々な手法で努力をしておりま

すと。その努力のうちの一つがプレキャスト工法ということなんですね。だからそ

れを是非言いなさいということで指示を受けてきましたので、その失われた３か

月を取り戻すべく最大限の我々も努力をしております。ですから非常に御無理

なことを議会に対してたくさんお願いしているということは重々承知しております

けど、とにかく校舎を造って薬学部を認可申請どおりに認可をいただいて開設

するということは第一の目標ですから是非御理解をお願いしたいと思っておりま

す。 

 

山田伸幸委員 契約ということで本会議場で予算に絡めてお伺いしたんですが、その

ときに契約のできないときのことは契約に盛り込まれているのかというふうに質問



 35 

したときに、大田さんはそれに対して否定的な答弁されたと思っています。しか

しこの中にはきちんと第４１条で盛り込まれているんですが、前に一生懸命足を

進めるばかりで冷静にこういった契約の内容一つ一つについてもまだ詰め切れ

てなかったのかどうなのか、それとも知っていたけど言わなかったのかその点い

かがでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 これはどの工事にも適用する公共工事約款です。それは当然こ

のたびの工事にも適用されるので、そこでいったら違約条項があることは当然

知ってましたけれどもあの時点での質問の内容はこの山口東京理科大学の校

舎の工事に関して特別にそういう違約条項を設けているのかという分にとりまし

たので、それは設けておりませんという答え方をさせていただきました。通常の

公共工事約款を適用しております。 

 

大井淳一朗委員 工事に間に合うのかというところに関連するんですけれど、現在くい

打ちをやっていると思うんですが、その進捗状況と古洞は存在はあるということ

は言われましたけれども、工事に影響のあるようなことはないのか、この２点につ

いてお答えください。 

 

平田成長戦略室職員 くい工事につきましてはこの１５日からくいを打ち始めました。

初っぱな打ったところに古洞が出てきまして、くいの周りにくい周固定液というセ

メントをぐるっと回すんですけれども、このくい周固定液が全部古洞の中に逃げ

ていって、これが固まらなかったということでいきなり大問題というところで始まっ

たんですけど、一本目、二本目やっていくうちにだんだん対応能力というのが出

てきまして、一本目を打った後にくい周固定流すんですが、明らかに古洞が出

てきたときには増粘剤という粘度を増す薬液を入れまして、セメントをちょっと粘

土状にいたしまして、古洞の中にそれを詰めるような形でもって取りあえずは１

日目は掘っただけにしようよと。それから二日目につきましてはセメントが固まり

ますので、そこに新たにくい周固定液を回して上まで掘り上げるということで、こ

の結論に至るまでは先週１週間ちょっと随分時間が掛かったんですけれども、

今週に入りましてその要領が分かりまして、昨日も８本、今日は午前中に４．５
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本打っております。お昼から雨ですので、少し能率が落ちているかもしれません

けれども１日に８本ペース、それから明日のお昼からテニスコート上に３号機とい

うのが稼動し始めますので、これが動き出しますとテニスコート上が比較的浅い

ところで古洞が出てきますので、これを打ち抜いたとしても少しテニスコートの上

は速度アップが図れるのかなということで１日１０本から１５本ぐらいの計算でいき

ますと工期を５月３１日としておりますけれども、遅くとも４月の上旬ぐらいには打

ち上がるのかなということでこの予定については今順調に進み出したということ

です。 

 

山田伸幸委員 先日工事現場見に行ったときにくい打ち機はあって、くいが並んでい

なかったんですが、その後来たということだと思うんですが、このくいを打って、

実際にＢ棟工事が始まろうと思うんですが、それはくい打ちが終われば即できる

ということなんでしょうか。下の地盤が固まるとかそういった時間的な余裕という

のが必要なんじゃないでしょうか。いかがですか。 

 

平田成長戦略室職員 ただいまくい打ちをやっております。一般的にはくい打ちが終

わったら、次に土工事ということで事が進むんですけど（「どこううち」と呼ぶ者あ

り）土の工事、土工事という掘り方からやっていくんですけども、今の考えの中で

はくい打ちを終わるまで今の掘り方を止めておくという考えは全く持っておりま

せんで、くい打ちの終わりの中間過ぎたところからそろそろ掘り方に入っていき

たいなと。ただ今のくい打ちの状況を見ますと、上から２メートルから５メートルま

での間にしゃびんしゃびんのシルト層がいますので、土工事のときにはちょっと

これまた矢板の状況を見て、矢板を入れるとか、ちょっと地盤改良剤を少し入

れてその安定を図ってやらんと、その辺りの掘り方が難しいのかなという次のス

テップが大きな波が目の前に迫っているかなという気はしております。 

 

杉本保喜委員 今のくい打ちの件ですが、予定では５月３１日までというふうになってま

すですね。今のお話を聞きますと予定外の古洞が見つかったというような例が

あったんで、これそういうことも許容範囲の中に入れて５月３１日までには終わり

ますよという感覚で受け取っていいんですかね。 
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平田成長戦略室職員 くい打ち工事というのは確かにくい工事につきましてはくいを打

つ話とそれから打ち終わった後に掘り方をしまして、そこに後そのくいの位置が

正しいかというくい芯出しという行為があります。したがいましてくいが打ち終わ

った後に捨てコンという捨てコンクリートというのを打って、墨出しをするもんです

から、一応このくい芯出し、くい頭の補強筋を入れてまでを５月の３１日としてお

りますので、予定どおりの４月１０日ぐらいに上がれば今の５月の３１日ぐらいま

でにはそれができるのかなというふうに考えております。 

 

大井淳一朗委員 以前質問したときも平田さんも否定はしなかったんですけど、結局

今不測の若干のこともあって、費用がどうしても増加されることが懸念されるんで

すが、どうも予算内に収まりそうにないと考えているんです、それとも補正か何か

組まれるんでしょうか、その場合には。 

 

平田成長戦略室職員 予算というのが今くい打ち工事とみるのか、建築主体とみるの

かあるんですけれども、その辺りについてはくい打ち工事は今５億６，０００万で

受けておられるんですけども、今くい周固定液が古洞の中に逃げていく状態が

ありまして、やっとくい周固定液が上まで上がってきたなということできりを上げた

り下げたりしながら安定を図っているとどしゃんと抜けたりすることがありますので、

そこら辺は増額があると。予算枠というのがくいが６億何がしで設計して組んで

おりましたけれども、その中で収まるのかどうかというのは今からどの程度の流出

が出てくるのかというのはちょっと今まだ未知数というところです。それからよくグ

ラウトをやってたらどうかという話が先に穴を埋めてたらどうかということがありまし

て、それもえびすの市営住宅７階建ての鉄筋コンクリートやった折にグラウト工

事やっております。７００平米で５，７００万程度のお金、昭和６２年にやっている

んですけども、あのときが面積が７００少し平米、今が５，０００平米程度あります。

５，７００万を単純に建築面積でやると７倍のことがありますので、仮にそれをグラ

ウト工事をしていたらということを仮定いたしますと、４億円のお金が事前に掛か

っていたと。更にはグラウト工事をやるのは建物が固まった後に柱の下にジャス

トポイントで打っていくものですから、８月に間取りが決まったんですけども、それ
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から４億円の工事を出すとなるとそれから３か月、そして工期を見てみますとや

はり１４か月というグラウトをやる期間が必要ですので、仮に機械を倍に入れたと

しても半年以上に期間が掛かったということもあります。最近はくい打ち機の性

能が随分よくなっておりまして、古洞の位置が電流計によってあらかた出てきま

すので、今回はそういったグラウト比較をする中ではトータル的には今回くい打

ちでくい周固定液、増粘剤を入れたとしてもトータル的には安く、グラウトするよ

りもかなり安く上がったんじゃないかという見方をしております。 

 

山田伸幸委員 今、古洞のことは当初から、あの土地は本館建てるときから問題になっ

ていたんですが、予想を上回るような古洞が出てくるおそれはどんなですか、な

いですか。 

 

平田成長戦略室職員 予想というのが立てにくいんですが、全部でボーリングは７本打

たせていただきまして。３分の２が残材が出ていて、２割が出ていなかったという

ことなんですけど、予想としては２本に１本ぐらいのことで、穴が出てきております

ので、要領よくやりたいというふうに思っていますが、その対策につきましては、

ちょっと慣れてきましたので、うまくやれるのかなと思っております。 

 

中村博行委員 いろいろ詳しくお話を聞くたびに、ちょっと不安になったり、お金が掛

かるんではないかという印象を受けておりますけれども、Ａ棟、Ｂ棟一遍に工事

をされるということでありますので、資材の搬入とか安全の面では、そのスペース

ですよね。そういった面での問題というのはないと考えてよろしいでしょうか。 

 

平田成長戦略室職員 安全の面ということでありますと、先般お話しましたようにくい材

は全て流川のほうから入れておりまして、西の浜の方には安全になった分、流

川の方には迷惑掛けるかなというのはあります。主には県道側、グラウンド側か

ら車両をほとんど入れておりますので、入れて、県道側に出ているということがあ

りますので、車両の運行については現在のところ安全に運行しております。それ

から資材の置き場につきましても、先ほど１日に８本から１０本、くいを打っている

んですけれども、これについても３日分のストックしか置きませんので、車両の回
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転場であるとか、そういったストックの位置であるとかいうことは、今のところ上手

く回っております。 

 

長谷川知司委員長 内容的には契約そのものよりも所管事務のほうに話が行っていま

す、皆さん。契約のほうで何か質疑があれば。 

 

山田伸幸委員 この契約書というのは申請の際に必要な資料として出されるのかどうな

のか、その点はどうでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 今のところ契約書のコピーを全部添付せよということは言われて

おりません。 

 

山田伸幸委員 それでは申請書が、この入札に係るいろいろな問題というのは審査さ

れないということなんでしょうか。 

 

大田成長戦略室長 薬学部の設置申請においては、薬学教育に必要な環境が整っ

ているかどうかというところが問題ですので、業者の選定方法がどうであったか

どうかという議論にはならないと思います。申請書の中に盛り込まれているのは

施設整備の平面図、立面図、それから備品等の一覧、それと校舎等のレイアウ

ト、位置図ですね。それから鳥かん図、それから工事スケジュール、工程表です。

これらです。 

 

山田伸幸委員 工事スケジュールは先方のほうに事前の伺いということで出されている

と思うんですが、先ほどそれが３月３１日を２月２８日に訂正をされたということだ

と思うんですが、そのほかに気付きとして何か指摘されていることはないんでしょ

うか。 

 

大田成長戦略室長 施設整備においては指摘はありません。ただ、言われたのは間に

合わないグラウンドとテニスコート。テニスコートはいいんですけど、グラウンドは

必置施設ですから、その間、体育の授業はどうするんですかということで、これ
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については直線距離で１キロ未満のところに市が保有している赤崎運動広場が

あって、そちらを代替として使いますということで、市と大学との間で何らかの文

書を交わすんですかということで、協定書ですかね、覚書だったかな、それを交

わして、そのコピーを既に事前にお渡しをしております。そこは言われました、必

置施設ではないということ。もう一つの必置施設である薬草園についても言われ

ました。江汐公園内だけで学内には造らないのかということなので、いや、造りま

すということで、まだ位置が決まっていないんですね。正確な位置が、テニスコ

ートとの兼ね合いで。ただ、確実に造りますからということを言っております。校

舎等の立面図、平面図等についての指摘は全くありませんでした。 

 

山田伸幸委員 薬草園についてはスケジュールからすると２年後が大体上がっていた

と思うんですが、それは変わっていないですよね。 

 

長谷川知司委員長 山田委員、できるだけ契約のほうに関して。 

 

大田成長戦略室長 薬草園につきましても開学に合わせて造る予定です。ただ、薬草

が生い茂っている状況かというと、造成をして薬草園としての形を整えて、薬草

は株とか種を手に入れるのにもを予約をして１年後とか、ちょっと時間が掛かる

ということ。それから植える時期というのがあるということで、全ての予定どおりの

薬草が植え終わるのが２年から３年後になるかなと思っていますけど、薬草園の

造成工事は本学側も、それから江汐公園側も２９年度中に終える予定です。 

 

山田伸幸委員 契約については、今までいろいろ指摘もし、回答も頂いてきたんです

が、一番の問題は今回の契約に至った背景ですね、なぜここまで遅れてしまっ

たのか。それを大学法人側に責任があるというふうな説明を先ほどされたんで

すが、議会にとってはそのことは関係ないんですよね。私たちは出されたものを

審査をしていくわけですから、それがそこまで放置されたのかということをきちん

と説明をしていただきたいと思っておりますが、いかがですか。 

 

大田成長戦略室長 たしか市長のほうから、何かの機会に出席をされて、委員の皆様
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にも説明をされたと思います。私はそういう認識でおりますけれども。 

 

長谷川知司委員長 市長が出席されましたか。 

 

大田成長戦略室長 理事長予定者を登用することをやめましたという報告の中で、な

ぜやめたかという理由の中で、工事に関する作業が３か月ストップし、なおかつ

教員のリクルートもストップをされたということの説明をされたと、私はそう記憶し

ております。一方的に協議の相手方が悪かったというつもりはないんですね。意

見が合わなかった、折り合いがつかなかったというのは双方の言い分があった

んだろうとは思いますけれども、最終的にそこを解決する手法として、そのキー

パーソンの登用をしないという決断を市長がされた。それによって、その方が東

京に帰られて一挙に止まっていた作業が進んだということです。ただ、その間、

３か月間という期間を要したということです。 

 

岩本信子委員 私が今心配をしているのは、Ａ棟とＢ棟の業者が違うということですよ

ね。それは当然なんです、入札してね。同じような仕様書でされると思うから、

別々のもの、例えばサッシのメーカーが同じとか、メーカーによってサッシの大き

さとかいろいろ違うじゃないですか。そうするとＡ棟とＢ棟で違うものが出てくると

か、そんなことの心配はしなくてよろしいですか、どうですか。 

 

平田成長戦略室職員 その心配はあります。ただ、会社の流れの中で、私はサッシは

リクシルを使っている、こちらは三協を使っているというところがありますので、そ

れはこちらのほうで認識をしながら進めていくようになります。 

 

岩本信子委員 懸念されるのが、Ａ棟とＢ棟の単価の違いというのが大体２億ぐらいで

すよね、予定価格ではね。そうすると工事をしていても、こっちの工事とこっちの

工事が同時にあるわけでしょ。例えば外装とかいろんなことがあったりするじゃな

いですか。そうすると外装なんかＡとＢが色が違うことはないんでしょうけど、ちょ

っと違いが出てきたりとか、何か両方との兼ね合いみたいなものが要るんじゃな

いかと思うんですが、そういうことはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。 



 42 

 

平田成長戦略室職員 それは分からないように調整するので大丈夫だと思ってくださ

い。 

 

長谷川知司委員長 工事のほうの専門については専門家が付いていますし、監理の

専門家が外注で付いておりますから、そこは心配されなくていいと思います。た

だ天候がどうかというのは心配ですけれども。 

 

大井淳一朗委員 岩本さんの質問に多少関連するんですけど、プレコンのメーカーと

いうのはＡ棟とＢ棟で多分違うのではないかなと思うんですけど、これをどう折り

合いつけていくかというのは、前に少し質問したことなんですけど、これはその後

どうなりましたでしょうか。 

 

平田成長戦略室職員 まず、Ａ棟のほうもＢ棟のほうも、どこを使いたいという話はまだ

聞いておりません。特にＢ棟のほうにつきましては本契約が済んでからでないと

動けませんと。私も時間がないので担当者レベルで仮設のこととか話がしたか

ったんですが、本社のほうから本契約が終わるまで動くなというような指示を支

社のほうが受けているようで、その辺の話ができていないというのが今の状況で

す。 

 

長谷川知司委員長  これについては今後、所管事務調査で進めていけばと思います。

ほかにございますか。ここで休憩を入れたいと思います。２０分まで休憩というこ

とで。 

 

午後４時１２分休憩 

 

午後４時２０分再開 

 

長谷川知司委員長 では休憩を解きまして、委員会を再開いたします。大体質問も出

尽くしましたので、ここで議員間の自由討議を行いたいと思います。課題として
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はこの契約自体の在り方についてどうなのかっていうのを中心に話していただ

ければと思います。何か意見のある方。 

 

山田伸幸委員 そもそも本来なら２月のですね、臨時議会で提案されるものがずれ込

んできたというとこがね、やはり何らかの執行部の対応のまずさというものがあっ

たんじゃないかなと私は思っているんですよ。というのもやはり議論の中でも大

分出してきたんですけど、積み上げていった手法がね、しきりに執行はその正

当性を主張しておりますが、やはりちょっと違っていたんじゃないかなというのを

感じています。その点で皆さんの認識と違うかどうか、ちょっとそこどうなんだろう

かなと思いますけどね。 

 

中村博行委員 なし崩しって言ったらおかしいんですけども、一定方向にしか行かれな

いような方向にずっと流れてきたと思うんですよね。結局、競争入札で駄目だっ

たと、期限が迫っていると、だから随意契約と、しかしその随意契約にしてもきち

んとしたですね、双方ですよね、あるいは対外的にも説明できるような内容でき

ちんとしたんですよというふうに言われればですね、なるほど、そういう面では執

行部のおっしゃっていることが理解できないことはないんですけども、何かやはり

随意契約という点でですね、これだけ大きな金額で果たして随意契約でいって、

今後そういった何て言いますかね、やはりそういう意味の類似のことが出た場合

ですよね。随意契約をこのときはしたんだっていうようなね、結果を残してどうか

なっていう思いはあります。だから先ほど大井委員から言われたようにガイドライ

ンっていうのはね、やはり必要じゃないかなという気はしました。 

 

長谷川知司委員長 ほかに討議はありますか。（「討議じゃない」と呼ぶ者あり）自由討

議です。 

 

大井淳一朗委員 この点については、通常の在り方かというと通常ではないと思います。

致し方ないということなんでしょう。問題は結果的に最低制限価格を下回る額で

の随意契約であった点。それから先ほど私が指摘したようにガイドラインというも

のではなくて、あくまでも１６７条の２第１項第５号の法適用の中で市長が独自に



 44 

判断されたという点で、決してノーマルなケースではないということは言えますけ

れども、今回薬学部校舎建設設置認可、事実上ですね校舎が完成しているこ

とが求められているということは理解できました。 

 

長谷川知司委員長 ほかに御意見はございませんか。 

 

山田伸幸委員 今、完成していることが条件ちゅうのは、これはさっきの議論からすると、

私もこれは一番の大きな疑問だったんで独自に調査したんですけど、それは違

ってたんじゃないかなと思っているんですよね。執行部のほうも表立ってそういう

ような確認はできんって言いますけど、対外的にそのような説明もしとるわけで

すから、それはちょっと違っちょんじゃないかなと思うんですけどね。 

 

大井淳一朗委員 確かに山田委員の調査のとおり、大田室長も答弁の中で、いやあ

の完成しないと認可は下りませんということは明言はされておりません。ただまあ

なかなか、表と裏というとちょっとまた怒られますけど、建前と実際のテーブルの

中での話は違うのかなと思っていますので、その辺りを考慮すれば、まあ文科

省からすれば間に合うか、間に合わないか分からないものは認可しないとは言

いませんけどね、そういう思いはあるのかなというのは感じ取りましたけどね。 

 

岩本信子委員 私はやはり一番大事にするべきは結局認可を受けなければならないと

いうところの点なのかなと。それでまあＡのほうも一応それで私も承知したんです

が、とにかく書面になって、それじゃなければならないというふうなものは何もな

いですけれど、やはり議会としては慎重に慎重を重ねて、やはり絶対に、絶対と

いうことはないんでしょうけど、やはり少しでもリスクが少ないほうを選んでいくべ

きじゃん。そしたらやはり慎重にする、何を優先するか、認可を優先する、それ

でできることはリスクを少なくするためにはその工期も間に合わせていくというとこ

ろをやはり大事にしなければ私はいけないなと思いますので、この今の随意契

約がどうなのかっていろいろと疑問にはなりますが、でもやはり先ほども言いまし

たように五というのがありますよね。緊急の必要があるっていうところで私はやる

べきじゃないかなとは思います。とにかくリスクはできるだけ避けたいという、いろ
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んなことがあってもですね、避けたいなという思いで言っております。 

 

中村博行委員 新設の場合は当初、１０分の４とか、二年目は１０分の７とかそういう基

準があって、こういう増設の場合はないということであったんですけど、ないという

ことはしなくてもいいというふうな判断は非常に危険だと思うんですよ。そういう

決まりはないということは逆に非常に怖いことで、きちんとやるところはやるという

そういう方向がいいんじゃないかというふうには思います。 

 

山田伸幸委員 地方自治体にとって入札制度はやっぱり非常に大切なものなんです

ね。それをこういった期間がない、切羽詰っているということだけでやっていいの

かどうなのかということでいうと、私はそこではすごく疑問が解消されていません。

それで４０日とか５０日とか言いますけど、実際に何十日かというのを明言されて

いなくて、もしじゃあ仮にこれが随契駄目といったときに何日に入札が行われて

何日頃契約が完了するんだというようなそういう説明が一切なかったですので

ね、やはりこれでどんどんどん前に突き進んでいくというやり方は、これまでずっ

とそれでやられてまいりまして、やっぱり折々でなぜそこまで急がされるんかなと

いう思いが払拭されないままここまで来ているんですよね。皆さんそういった思

いというのはないんじゃろうかなと思うんですけど。 

 

長谷川知司委員長 説明の中では２か月くらい遅れるというのは言われましたけど（「４

０日」と呼ぶ者あり）まあそれは一応数字では４０日ぐらいと言われました。 

 

大井淳一朗委員 日にちについては再入札をした場合、まあゼロからやられた場合、

市内ＪＶでしたら２か月、本当ゼネコンだけ。これでも４０日掛かると言われました。

私も山田委員の言われるとおり、先ほども言いましたようにこれが真っ当な適正

なやり方だとは思いませんし、今後私が指摘したように随契というのは本当、例

外的なものなんで、例外的なものであればどういった場合に例外的な場合にな

るのかということをきちんと基準を、明確な基準を表に出せる状態で作っておく

べきだということは言いました。ですから今後はそうなっていくことは強く望みた

いとこではありますし、また今回仮に入札を４０日あるいは２か月延ばしたところ
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で大きく構成メンバー、あるいは金額が変わるのかというとあまり変わらないのか

なというのを少し考えました。それであれば単に引き延ばしただけになって、そ

れが足かせになるのではないかなというのは思いました。薬学部建設に反対で

あればそれは関係ないことなんですが、進めていく立場からいくとそういったこと

も少し考えなきゃいけないのかなという意見はあります。 

 

杉本保喜委員 私も今、大井委員の言われたとおり、私もそう思うんですよね。このい

わゆる第５項のこれだけでもって決めてきているということについて次の段階のと

きというか、同じような例が出たときにやはりこれだけでいいのかなと。そういうこと

を考えたときに大井委員が言ったようにガイドラインの必要性というものをもう一

回見直しする必要があるのではないかと。本当にガイドラインが要るんだと思う

んならばどんなガイドラインかと。よその市町が作っている以上はやっぱり必要

性があると思うんですよね。その辺を行政のほうが検討してもらうということも必

要ではないかなというふうには思いますね。 

 

長谷川知司委員長 それを併せて、私のほうの意見としては地元を使いたいという市

長の気持ちがあるんであれば、この工事についてやはりどれだけの地元の業者

を使ったか、下請けあるいは弁当、宿舎とかでもいいんです。そういう形できち

んとそういう報告を最後してもらうようにしてもらいたいなという気持ちはあります

ね。そのための地元を使われたんじゃないかと思います。 

 

山田伸幸委員 それを言うんであれば、病院なんかは具体的に金額等も示して承認さ

れたわけですね。そういった動きというのは全く示されてないですよね。（「示され

てないです」と呼ぶ者あり）だからそういった、なんて言うかな、本当にこう全くそ

ういったところに目が行っていないし、これをこういった１８億を超えるような金額

でね、随契でもいいんだという例を残していいんかなというのはすごく私は不安

ですね。 

 

吉永美子副委員長 この山口東京理科大学については公立化についても審議すると

きからある面、子供たちというか学生の皆さん、入学する人たちも含めて、その
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方々を人質に取られているような思いがして反対をしてはならないみたいな感じ

があって、公立化自体を私は否定しているわけではないんですけども、常に時

期が迫られという形を強いられながらやってきて、本当つらい判断をしなければ

いけないときもあるんだなというふうに思うんですけど、薬学部という部分ではこ

の委員会自体が設置促進ですから、当然促進をする方向での選択をしていく

考えには立っていくわけですので、建設自体には進めていくということをやっぱ

り認めざるを得ない状況にあるのかというふうに思うんですけど、今後どうしてい

くかという部分では本当にこの委員会としてきちんとこれからも調査しながら本

当に執行部のやっていくことが本当にこれでいいのかということを随時随時チェ

ックをしていかないといけないということを改めて感じています。また地方自治法

施行令の先ほど言った緊急の必要という部分での随意契約ですよね。この点

が本当に明確にされていないというところがあって、首長がじゃあ緊急だからや

るよというとこでじゃあしょうがないねというふうな流れができてしまってはいけな

いなということを今回また改めて感じたところなのでございます。ですのでその辺

も今後この委員会でやらなければいけない一つとしていわゆる入札、随意契約

の在り方についてもまたこの委員会できちんと完結をしていかないといけないと

いうことを思っているところでございます。その点は皆さん同じだろうと思います。 

 

山田伸幸委員 皆さん同じではないと思っているんですけどね、やはり議会であります

ので全てを認めて、やってはならないことも含めて認めていくというのは私は非

常に心に引っ掛かっています。特に随契ということがこれはほんと非常手段であ

ると、だから災害時でもうどうしようもないと、機を逸することができないというそう

いう場合かというとそうでもない。４０日ほど延ばしてじゃあ工期が間に合わない

かというと私はそうではないんじゃないかなというのを思うし、もし仮に終わりが２

月２８日を過ぎても私は正当な理由はあったというふうに、地方自治体として真

っ当なことをやった上で仕方がないことだというふうに認められるんじゃないかな

というふうに思ってますけどね。 

 

長谷川知司委員長 工期を延ばしてもというのは今２月２８日でも間に合うと。（発言す

る者あり）後ろへそのままずらすということですね。 
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山田伸幸委員 いやいや４０日を含めても工期間に合うんじゃないかという見方がある

ということです。 

 

長谷川知司委員長 この２月２８日までに完成するんじゃないかということですか。 

 

山田伸幸委員 なぜかというと、私の聞取りの調査の中でプレキャストを使うならそれは

できるよということをお聞きしているんですね。だからこういうふうに言っているわ

けです。 

 

吉永美子副委員長 済みません。私は皆さん同じ思いだろうと思って言ったのは、緊

急の必要というところでこのような随意契約が行われていっていいのかというそこ

をきちんと今後この委員会の中でそういった手法について完結をして、いわゆる

調査しながら完結していかないといけないことでしょと申し上げたつもりで、随意

契約自体に賛成をという意味で言ったつもりじゃなかったんですけども、私は思

ったのはとにかくこの薬学部設置促進というところの委員会の中で薬学部を設

置を促進ということは当然進めていくんだけれども、執行部のやり方について随

時きちんとチェックをしていかなければいけないということを改めて感じたその部

分は皆さん同じだと思うというふうに申し上げたつもりだったんです。 

 

山田伸幸委員 そもそも公立化のときも物すごく急がされましたよね。ところが今回出て

みて驚いたのは諏訪の理科大学ではこれは単独ではないんですよね。事務組

合を作って周辺の自治体と一緒に公立化するという手法をとっているんですね。

そういうのを見てみると、これだけの規模の自治体で大学を持つことがふさわし

いのかということがですね、あの時点で…（発言する者あり） 

 

長谷川知司委員長 できるだけ焦点を絞って。 

 

山田伸幸委員 私は絞ってしゃべっているつもりです。というのはやはりスタートからそう

いうふうにずれが出てきているんですよ。周りのことをほとんど見ずにやってきて
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しまっているんではないか。例えば県にも問合せも私たち行ってませんし、だか

らほんとそういった意味で言うと一つ一つのことが時間がない、時間がないでこ

こまで来て、また今回も時間がない、今度は何が一体出てくるのかなというおそ

れを持っているんです。その上で地方自治体の入札の原則が大きくずらされて

決められて押し切られていくというのはこれは議会としていかがなものかなという

ふうに思わざるを得ません。そういった非常に懸念をする実態が今回生まれて

きていると、表面化したと。急ぐ急ぐということで表面化してきた随意契約になっ

たというふうに思っています。 

 

長谷川知司委員長 大体自由討議終わりましたか。じゃあ執行部のほうを呼んで討論

ということでよろしいですかね。じゃあ休憩して。 

 

午後４時３８分休憩 

 

午後４時４４分再開 

 

長谷川知司委員長 それでは休憩を解きまして委員会を再開いたします。今委員会

討議をさせていただきました。それでこれにつきましてちょっと議長から一言ござ

いますので。 

 

尾山信義議長 この議案第１４号についてはですね、今回緊急を要すということで随契、

これで市長が本来ならば出席をされてきちんと説明をされるべきじゃないかなと

いうふうには感じました。このことについては以前から議会にも全体的な工程表

を出されて、ほとんど最初のときには３、６、９、１２の定例会においての議案とい

うことでそれから後ずっと臨時会が何回も行われました。こういった状況の中で

今執行部としても今回議会としては薬学部の設置についてはやることに決定を

したわけですから、このことに対してなかなか反対もしづらい、そういった中で議

案がこう出されるとどんな状況にあっても、やらなければいけないけれど、でも本

当に間違っているかどうかというのもきちんとした判断がとりづらいような状況も

あります。そういった中で執行部としてはその姿勢、今回の不測の事態というの
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はどの部分を不測の事態とするかもまだはっきりしていません。次に不測の事

態というのがどういうふうに出てくるかも分からない。またどんな状況で臨時会を

開いてくれ、早う議決をしてくれというふうな状況もあり得るかもしれない。そうい

った中での今執行部の姿勢というものが、私は今回この長い時間言い訳的に

ずっと聞こえてきました。そういった姿勢が本当に全く見えてないというのが感じ

られましたので、この状況をやっぱり執行部としては議会に本当に先ほども大

田室長が言われましたけど、自分たちは理解をしておるけれど、議員さんのそう

いうことも理解しておると言われたけれど、そうじゃなくて自分たちが理解してお

るんだったらそのことについてきちんと低姿勢でお願いするという状況も必要だ

というふうに私は思います。そういったことも含めて今回私のほうからちょっと愚

言になりましたけど、発言をさせていただきました。以上です。 

 

長谷川知司委員長 それでは質疑あるいは自由討議も終わりましたので、ここで討論

に入りたいと思いますが、どなたか。 

 

大井淳一朗委員 今回の契約に至るまでの経緯を鑑みると決してノーマルな形ではな

いと思っております。かなりイレギュラーで、かつ、ほんと非常事態的な形である

ことは否めません。また法適用する際にもちろん法律に沿ってやられたというこ

とですが、特にガイドラインというものがなく判断したことも含めれば、かなりイレ

ギュラーである点は否めません。ただ最低制限価格を下回った額であることを

受けて調査をした点、そしてガイドラインがない中で法適用する際に協議をして

熟議を重ねてという点、そして仮にノーマルな形、再入札という形をとったとして

も大きく事態は変わらない、業者もそんなには変わらない、金額も変わらないこ

とを考えるとかえって工事が延びるだけで薬学部設置に向けて足かせになるの

ではないかという懸念もあります。その点を以上を考慮して賛成をしたいと思い

ます。 

 

山田伸幸委員 このたびの議案は大変異常な議案だというふうに思います。それはや

はり本来の入札ではないものが出されてきたという点、この間ずっとスケジュー

ル的に時間がない、時間がないということでいろいろな無理を重ねてきてまだい
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ろいろな将来的な不安もある中で今回の随意契約というのは地方自治体にと

って本来やってはいけない、ただしということで地方自治法施行令にうたわれて

いるわけで、緊急の必要、この緊急の必要とはいわゆる災害等が想定されてい

たわけで、４０日程度延びるということが非常に恐れられてこのたびの見積り合

わせによる随意契約という形をとられたんですが、やはり地方自治体であるなら

ば本来的な手法であるこの入札をやり直してから再提出をすべきであったという

ふうに指摘せざるを得ません。それ以外にも最低制限価格を設定してそれ以

下でも契約できるということがはっきりとされたということから、工事金額の最低予

定価格の設定自体もやはり問題があったというふうに思わざるを得ないというこ

とを指摘をしてこの議案についてはやはり余りにも異常なやり方が進められ、今

後ももしこういったことが繰り返されてはいけないということもありますので、反対

というふうにさせていただきます。 

 

岩本信子委員 私は入札の目的というのはやはり最初のＡ棟の件で最低制限価格が

設けられているということがすごく疑問でした。入札の目的というのはやはりそれ

にあってちゃんと安くきちんと入ってくるというのが私はそれ入札の目的じゃない

かなと思います。このたび時間がないということで、随意契約ということになった

んですけどそれも一応競争入札二社でされています。それで最低制限価格が

なくなって、安いほうに契約されたということは私は逆に入札の目的にはかなっ

ていると思っています。このたび薬学部の認可が受けることが最優先されなくて

はいけないということも鑑みれば、やはりこの今の随意契約による最低価格より

低い契約金額は私は賛成できると思ってます。 

 

長谷川知司委員長 ほかに討論ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようでした

ら採決に入りたいと思います。議案第１４号山口東京理科大学薬学部増築工

事（Ｂ棟建築主体工事）請負契約の締結について賛成の方の挙手をお願いい

たします。 

 

（賛成者挙手） 
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長谷川知司委員長 賛成多数でこの議案は可決すべきものと決しました。以上で委員

会を終わります。どうもお疲れさまでした。 

 

午後４時５２分再開 

 

 

 

 

 

平成２９年（２０１７年）２月２２日 

 

山口東京理科大学薬学部設置促進 

並びに利活用調査特別委員長   長谷川 知司 


